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高校支部では「授業アンケー

ト回答用紙」が、ボーナスや

昇給に係わる教員の個人情報

に当たるとして開示請求をし

ていました。

非開示決定に異義申立

2014年８月４日に個人情報

開示請求をしたところ、８月

13日に府教委は「名前等を黒

塗りにして開示すると、本人

が特定される」などと詭弁を

ろうして非開示決定をしまし

た。それに対する異議申立て、

府教委の反論、請求者自身の

再反論後、個人情報保護審議

会に付されました。

個人情報保護審議会が

組合の主張を支持

開示請求から１年半が経っ

た2016年３月31日、ついに府

教委は非開示決定を取り消し

て開示せざるを得ませんでし

た。

個人情報保護審議会は明確

に組合の主張を次のように支

持してくれました。それは、

①「出席番号、名前以外は開

示しても本人特定はできない」

②「教員にとって有意な情報

なのでむしろ積極的に開示さ

れるべき」

③「教員への開示を前提とし

て、回答用紙の様式に工夫を

講じるべき」

④「生徒に対して、個々 の生

徒が特定される可能性がない

ことを改めて周知し、十分説

明すべき」などの意見でした。

また、審議会はアンケート

用紙回収方法についても「生

徒、教員のプライバシー厳守

の観点から『施錠した回収箱

の設置』が望ましい」と指摘

しました。

審議会、府教委を非難

なお、府教委は2013年請求

分については、「開示すべき」

という審議会答申を反故にし

て開示しませんでした。

審議会は、「当審議会の存

在意義を損なわせるものであ

り誠に遺憾」など「遺憾」と

いう言葉を３度も使い、強い

トーンで府教委を非難してい

ます。

田中浩昭（高校支部）

４月15日、全国学校労働者

組合（全学労組）から18名が

参加し、衆議院第一議員会館

で文科省交渉を行いました。

文科省からは、初等中等教

育企画課および財務課からの

３名が対応しました。全学労

組では、文科省交渉を定期的

に年２回行おうと取り組んで

きました。ようやく、努力が

実を結び、年２回が定着し、

昨秋の宿題の回答から交渉に

入るといった継続性をみるこ

とができるようになりました。

宿題とは、「宿泊行事に伴

う勤務時間の割り振りが労働

法制上適切に実施されている

例を示すこと」でしたが、文

科省は「適切に勤務時間を割

り振るように指導している」

とずれた回答を繰り返すばか

りでした。

次に、教職員定数の是正を

訴えました。「基本は１学級

の生徒数の定員削減、教職員

定数の増加。それができなく

て『チーム学校』とか言って

部活指導員とかソーシャルワー

カーとかの加配増員でごまか

しているんじゃないか」と横

浜学校労働者組合の赤田さん

が鋭く追及しました。それに

対し文科省は、１学級の生徒

数削減が本筋であることを認

めざるを得ませんでしたが、

財務省からの教職員定数削減

攻撃、予算削減攻撃に苦慮し

ている様子を露呈しました。

大阪からは、高校受験の内

申書に反映するチャレンジテ

ストのひどさを調査するよう

訴えました。春日井からは、

異常な長時間労働の実態を突

きつけ、対応を迫りましたが

時間切れとなり、次回への宿

題となりました。

高田晴美（副執行委員長）

●５月３日（火・憲法記念日） 13時半～扇町公園

『憲法こわすな！戦争法を廃止へ！５．３おおさか総がかり集会』

●５月６日（金） 18時半～ エルおおさか南館５階ホール

『戦争法あかん！ ロックアクション対論集会』

雨宮処凛＆高遠菜穂子講演会「戦争のリアルと貧困のリアル」

●５月14日（土） 18時～

エルおおさか７０８

「戦争法下の『日の丸・君が代』処分

とたたかう」集会

●５月28日（土） 14時～

エルおおさか７０８

教育合同第２８回定期大会

※裏面参照 原則的に、全組合員の

大会参加を呼びかけています。

出席をお願いします。
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全ての再任用の皆さん、再

任用者が病休に入っても講師

が配置されないという事態が

まかり通っていることをご存

知でしょうか。

昨年度もこの件に関し本部

への相談があり、今年度もま

た、吹田市でこのような深刻

な事態が発生しています。実

際には、府下でもっと多くの

事例が発生していると思えま

すが、泣き寝入りか、握りつ

ぶされているかでしょう。

府教委の無責任な姿勢は許せない！

府の基本姿勢は、「週３日

の再任用者が病休に入っても、

代替講師は配置しない。その

分は、その教科でカバーし合

え。カバーのしようがなかっ

たら、その事情に応じて考え

る」ということです。

先の府教委交渉においても、

担当者は、「学校の事情を見

て」を繰り返すばかりで、教

職員の負担増や子どもの授業

への影響など全く意に介さな

い無責任な姿勢に終始してい

ます。

授業時数いっぱいいっぱい

でやっている教科にこのよう

なことが起これば、その教科

の方々の負担増がどれだけの

しかかってくるか、また、校

務分掌や学年分掌の負担も増

え、労働強化に拍車がかかり

ます。現場が困って市教委に

講師派遣の申請をしても、そ

の市教委を先述の理由で府教

委は跳ね返しています。

これは人権侵害だ！

『代替講師は、速やかに、

その人の代わりを配置する』

この当然の権利が保障され

ないと、

①周囲への迷惑をおもんぱかっ

て、病休に入ることを自粛し

てしまう。

②同じ教科の教員の負担が余

りにも大きい。

③病休に入った方も気が休ま

らない。

こういった労働安全衛生上、

重大な人権侵害が起こること

になります。

このような重大な権利侵害

の状況に、全ての再任用者は

もっと怒りの声をあげるべき

です。組合は速やかに交渉に

入り、府教委に強く是正を求

めていきます。

峰岡和義（吹田支部）

辺野古新基地建設

への抗議活動中に

逮捕された芥川賞

作家の目取真俊さん▼闘うこの

作家を著作購読で支援したい▼

彼は、沖縄には戦後はなく、米

軍基地がある限り永遠に「戦後

ゼロ年」のままだと言う▼『永

遠のゼロ』を書いたどこぞのヘ

イト作家とは雲泥の差である

Fight for 15（FF15）のシ

カゴ事務所を訪れた。ファス

トフードで働く労働者の最低

賃金を15$に！という運動は、

今世界中に広まっている。

４年ほど前に約200人のファ

ストフード労働者が、「最賃

15$」を訴えストライキを行っ

た。当時の最賃は７$程度。

最賃を２倍に引き上げろとい

う彼らの訴えはバカにされた。

しかし彼らはこの4年で1200

万人の賃上げを実現している。

シカゴ市では最賃が13ドルに

なった。そしてこの４月には、

NY州とカリフォルニア州で最

賃15$が決定した。笑い者扱

いされて来た彼らの訴えが、

現実のものになりつつある。

新自由主義のシカゴ市長も、

再選するためには、最賃を引

き上げなければ再選出来ない

ことを実感しているという。

マクドナルドで働いている

シングルマザーのエイドリアー

ナさんの話が興味深かった。

ある日、FF15のオルグが店に

来た。自分たちがどれだけ不

当な働き方をさせられている

かを知った彼女は、同僚たち

と連帯し、この２年間に３度

の賃上げを実現してきた。毎

日必ず同僚たちと一緒に出勤

し、使用者に連帯を印象付け

るという。

FF15の運動は、人種差別、

女性差別、移民労働者への差

別と切り離せない。ファスト

フード店で働く人たちの中心

は、ヒスパニックや黒人の女

性労働者たちだからだ。

日本でも組合の潮流を超え、

全労協、全労連、連合傘下の

組合が「最低賃金大幅引き上

げキャンペーン」を発足した。

最賃1500円を訴え、全国的な

アピール行動に発展させよう

としている。今は笑い話だと

バカにする人もいるだろう。

しかし、当事者が立ち上がり

怒りの声を上げれば、変える

ことは不可能ではない。当事

者が立ち上がってこそ、本物

の運動になる。FF15は、その

現実を私に見せてくれた。

（Camellia）

５月28日（土）14時から、

エルおおさか708号室にて、

第28回定期大会を開催します。

定期大会は、2015年度の取り

組合を振り返り、運動の成果

と課題を確認し、今年度の運

動の方針を決める組合にとっ

て大変重要な場です。原則的

に、全組合員の大会参加を呼

びかけています。

大会では分科会も企画され

ています。様々な職場、職種、

雇用形態で働いている組合員、

争議中の組合員と共に情報を

共有し意見を交わしましょう。

安倍政権による労働法制改悪

が進む状況下でも、労働組合

の組織率は17％程度に留まっ

たままです。今年は分科会の

中で、いかに組織化を図るか

についても意見交換をしたい

と考えています。大会終了後

は交流会も企画されています。

組合員のみなさん、第28回定

期大会に必ず参加してくださ

い。

大椿裕子（執行委員長）

(163）

【最賃15ドルが現実に！】 みんなでつくる定期大会！

英語とスペイン語の横断幕

*Important*
May 28th - Annual EWA
General Meeting, 2:00PM~
at El Osaka, room 708

This is the most important
event on the EWA calendar.
A quorum is necessary so
attendance is expected for all
union members.
Please check your schedules
and block off the afternoon.
There is a party afterwards
for dinner, drinks and
camaraderie.


